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元和光市職員の不祥事に関する調査特別委員会記録

◇開会日時 令和３年８月２６日（木曜日）

午前１１時１７分 開会 午前１１時３７分 閉会

◇開催場所 第２委員会室

◇出席委員

◇欠席委員 なし

◇出席説明員 なし

◇事務局職員

◇本日の会議に付した案件

事務検査について

その他

委 員 長 安 保 友 博 議員 副 委 員 長 待 鳥 美 光 議員

委 員 菅 原 満 議員 委 員 熊 谷 二 郎 議員

委 員 富 澤 啓 二 議員 委 員 金 井 伸 夫 議員

委 員 松 永 靖 恵 議員 委 員 冨 澤 勝 広 議員

議 長 齊 藤 克 己 議員

議会事務局長 喜 古 隆 広 議 事 課 長 遠 藤 秀 和

議事課長補佐 本 間 修 主 査 高 橋 寛 子



－2－

午前１１時１７分 開会

○安保友博委員長 ただいまから、元和光市職員の不祥事に関する調査特別委員会を開会しま

す。

出席委員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。

本日の流れを確認します。

本日の議題は、事務検査についてとして、追加要求資料に対する質問事項について、その他

です。これに異議ありませんか。

〔「異議なし」という声あり〕

異議がありませんので、そのようにいたします。

それでは、初めに、事務検査として、追加要求資料に対する質問事項についてを議題としま

す。

先日、各委員から御提出いただいた質問事項をまとめたものを、お手元に配付しております。

各項目ごとに協議したいと思います。

まずは、全体の２件について協議いたします。御意見等ありましたらお願いいたします。

菅原委員。

○菅原満委員 今日それぞれ質問事項出ておりますが、質疑の際は個人情報等もあるので、そ

の辺留意して質問を展開していくという理解でよろしいでしょうか。

○安保友博委員長 今回、質問をするにあたりまして、個人が特定されてしまう恐れがあるも

のにつきましては、個別に留意していただくということでお願いしたいと思っております。

次に進みます。

次に、資料番号１－（２）事件当時の金銭管理の職員体制について協議いたします。御意見

がある方は挙手を願います。

〔「なし」という声あり〕

それでは、資料のままとさせていただきます。

次に、資料番号１－（３）職員の処分について協議いたします。

休憩します。（午前１１時２１分 休憩）

再開します。（午前１１時２８分 再開）

金井委員。

○金井伸夫委員 １－２のところの２行目の途中のところですが、保健福祉部において別の職

員によるパワハラが横行したとあるが、市は該当のパワハラ行為にどのように対処したのかと

いう形に訂正したいと思います。

○安保友博委員長 それでは修正をするということでよろしいですね。

〔「異議なし」という声あり〕

それではそのようにいたします。
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○待鳥美光副委員長 議事を委員長と交代します。

安保委員。

○安保友博委員 私が出した質問中、１－５については表現を変更いたします。弁明書の中に

「元職員」がというふうに変更し、「パワハラが横行した」という形で修正いたします。

それから、１－６についても、「元職員」をほかと統一するために「元市職員」という形に

修正させていただき、２行目の部分を「不適正な事務処理を行った点について」という形に修

正したいと思います。

○安保友博委員長 議事を副委員長と交代します。

冨澤勝広委員。

○冨澤勝広委員 質問番号の１－９です。２行目の部分の個人が特定できる表記をしている部

分を削除していただきたいのが１点です。

それから３行目の「妥当だと思うと発言し」という部分がありますが、表現の訂正をしてい

ただき、「思うという趣旨の発言があり」というふうに訂正をしていただきたいと思います。

○安保友博委員長 松永委員。

○松永靖恵委員 質問番号１－11ですが、表現の内容が少し変わるので、全体的に読ませてい

ただきます。審査委員会（第３回会議録）の中で、状況が全く変わっていないとの指摘がある

が、その内容が不明であり、ここで言う状況とはどのような状況かというふうに修正をお願い

します。

続いて、１-12の質問に関しては取り下げをお願いしたいと思います。

続いて質問番号１-13を読ませていただきます。１-14と関連しまして、１－13と１－14をま

とめさせていただきました。処分対象の職員にはヒアリングできても元職員にはヒアリングで

きないから公判の結果を待つ必要があるという答弁を特別委員会でもされているが、不利益処

分説明書とこれまでの答弁との一貫性、整合性がないように思われる。処分の可能性がある事

の通告をしていたのか、また、ヒアリングはしたのかというふうにまとめさせていただきたい

と思います。

以上です。

○安保友博委員長 富澤啓二委員。

○富澤啓二委員 １－10に関しては取り下げをさせていただきたいと思います。理由は当時の

会計管理者並びに会計課課長並びに当時２名の社会援護課長、計４名とも退職していますので、

この責任に関しての懲戒処分については取り下げをさせていただきます。

○安保友博委員長 菅原委員。

○菅原満委員 １－15の質問については過去のやり取りもありましたけれども、現状について

も改めて確認をしたいと思っていましたが、過分委員会でのやり取りを参考にさせていただく

ということで、今回は質問は見送りとさせていただきたいと思いますので、お取り扱いをよろ

しくお願いいたします。
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○安保友博委員長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

〔「なし」という声あり〕

それでは、そのようにいたします。

次に進みます。

次に、資料番号１－（４）職員が、公判を傍聴した際に作成した報告書について協議いたし

ます。

金井委員。

○金井伸夫委員 １－16で訂正があります。２行目からいきますが、「国保税や健康保険料の

未納があったとあるが、未納について市として把握し」に訂正したいと思います。

○安保友博委員長 これについては被告人質問ということで、もともと公開しているものなの

で、そういう表現でいくということでよろしいかと思います。

次に、資料番号２－（１）退職、休職届について 修正等あればお願いいたします。

菅原委員。

○菅原満委員 退職・休職した職員の関係について、職員課で把握されているのかどうかとい

う質問を予定しておりましたけれども、松永委員から同趣旨の質問が出ております。重複する

ということで、私の質問は削除という取り扱いでお願いいたします。

○安保友博委員長 後段のほうは残すということでよろしいですか。

菅原委員。

○菅原満委員 前段の同じ退職・休職の関係で、職員課での対応は考えていなかったのかとい

うことについて、また、今後の把握の検討については、今後の提言等もありますので、その質

問は残していただければと思います。

○安保友博委員長 ほかにございますか。

〔「なし」という声あり〕

それではそのようにいたします。

最後に、３－（２）元市職員の出勤状況についてです。

○待鳥美光副委員長 議事を委員長と交代します。

安保委員。

○安保友博委員 ３－１についてですが、出勤簿の押印について、部長等幹部職員とあります

けれども、全ての職員等を対象として確認をしたいという趣旨から、「部長をはじめとする職

員は」という形に表現を修正させていただきたいと思います。

○安保友博委員長 議事を副委員長と交代します。

ほかにございますか。

〔「なし」という声あり〕

それではそのようにいたします。
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以上で質問事項の取りまとめが終了しましたので、この内容で執行部に提出し、次回の委員

会で説明員をお呼びして質疑を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

次に、その他として、次回の日程について確認いたします。

次回の日程は、９月６日、月曜日、午後２時から第19回調査特別委員会を開催し、要求資料

に対する質疑、継続審査となっている陳情第２号の審査を行います。これに異議ありませんか。

〔「異議なし」という声あり〕

それでは、異議がありませんので、そのようにいたします。日程調整の程、よろしくお願い

します。

本日の案件は以上になります。

そのほかに、何かございますか。

〔「なし」という声あり〕

なければ、本日の記録及び会議の公開資料は委員長に一任願います。

以上で、元和光市職員の不祥事に関する調査特別委員会を閉会します。

午前１１時３７分 閉会
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